
平成２８年第７回花巻市教育委員会議（定例会）議事録 

 

１．開催日時 

開会 平成２８年６月２７日（月） 午前１１時００分 

閉会 平成２８年６月２７日（月） 午前１２時００分（正午） 

 

２．開催場所 

宮沢賢治イーハトーブ館 講義室 

 

３．出席委員（５名） 

委員  照井 善耕（委員長） 

委員  中村 弘樹 

委員  役重 眞喜子 

委員  伊藤 明子 

委員  佐藤 勝（教育長） 

 

４．説明のため出席した職員 

教育部長     市村 律 

教育企画課長   岩間 裕子 

小中学校課長   沼田 弘二 

こども課長    髙橋 靖 

文化財課長    酒井 宗孝 

 

５．書記 

   教育企画課 課長補佐 佐々木英智 係長 小原正吾 

 上席主任 佐々木晶子（書記） 

 

 

○照井善耕委員長 只今から、平成２８年第７回花巻市教育委員会議定例会を開会いたし

ます。会議の日時、平成２８年６月２７日、午前１１時、会議の場所、宮沢賢治イーハト

ーブ館、講義室。日程第１、会期の決定であります。本日一日とすることにご異議ありま

せんか。異議なしと認め、本日一日と決定いたします。 

日程第２、報告事項に入ります。事務局から報告をお願いします。市村教育部長。 

 

○市村律教育部長 それでは私から市議会の６月定例会の教育委員会の関係について、概

要をご説明いたします。まず、資料№１の１ページ目、一般質問ですけれども、教育行政

については登壇議員１１名中６名の議員から、教育施策、スポーツ振興、学校給食費、子

供の貧困対策等の事項について質問がございました。各質問に対する答弁の内容は別添と

して一般質問の資料がございますのでご覧ください。 



まず、伊藤源康議員から教育施策について、１点目は小中学校の適正規模・適正配置に

係る検討状況についてでございます。平成２７年１月に文部科学省が手引を示しまして、

それを受けて教育委員会でも昨年９月に保育・教育環境検討会議を設置いたしました。今

年２月の第３回会議におきましては「長期的展望に立った教育環境を整備すべき」という

ご提言をいただきまして、これを受けまして平成２８年度、平成２９年度の２年間にわた

ってワークショップを開催するとともに、保育教育検討会議から引き続きご意見をいただ

きながら慎重な議論を積み重ねて「本市の学校教育環境に関する基本方針」を策定して参

りたいところでございます。 

２点目が小中一貫校のモデル校を創設することに関して、県内では盛岡市と大槌町でそ

れぞれ一貫校が設置されている状況がございますけれども、小中一貫教育については中１

ギャップの緩和などの成果が見られる一方で、指導計画の開発や小中免許の問題、教員の

多忙感という課題については１年経った現在においても大きな変化がないことがあります

ので、教育委員会といたしましてはこれまで取り組んできた小中連携教育の一層の推進を

図ることを基本的な考えとしながら長期的な視点での検討は行っていくという程度にとど

めた答弁でございます。 

同じく、伊藤源康議員からは中学校の部活動の課題と今後の取り組みについて質問を頂

戴しました。長時間にわたる活動や土日の活動によって生徒や教職員に負担がかかってい

るという課題がありますが、教職員の時間外勤務の状況から見ましても、昨年度１年間の

休日の部活動の対応日数が１人あたり平均４７日ということで、部活動の適正化が求めら

れている状況にあります。部活動の課題解決については学校だけの取り組みでは限界があ

りますので、市のＰＴＡ連合会とも連携して保護者への理解を求める取り組みを始めてお

りますし、今後も学校、ＰＴＡ、中体連、スポ少との協議も踏まえて改善に向けて検討を

進めていくことと、国の方の動きとして、仮称「部活動指導員」が検討されていること、

文科省で平成２９年度に向けて部活動に関するガイドラインを策定しようとしていること

から国の動向にも注視して参りたいという答弁をしております。 

瀬川義光議員からの質問で、東京オリンピック、パラリンピックに向けた市の取り組みの

うち、子どもたちへの指導について答弁しております。文科省が昨年２月に設置した有識

者会議の中間まとめにおきまして、オリンピック・パラリンピック教育を通じて目指すべ

き方向性が示されておりますけれども、これらの教育内容は学校教育における教育内容と

共通した点がたくさんございますので、子ども達の学習意欲を高め、理解を深めるために

は有用であると認識しているという趣旨でお答えしております。 

もうひとつ、大迫体育館内にあるクライミング施設の活用策について、特に授業で使っ

たらどうかという質問がございました。現在の学校でのクライミング施設は大迫高校の部

活動や大迫小学校ＰＴＡの親子行事での活用が見られますけれども、小中学校や大迫高校

の体育の授業での活用はない状況でございます。体育や保健体育の授業でクライミング施

設の使用を学校が希望する場合は、安全面のことに関して指導者の確保が課題になります

ので、使用の希望があった場合には関係機関のご協力連携をいただきながら各校の教育活

動を支援していくという答弁をしております。 

次に、鎌田幸也議員からの質問でございます。１点目が小中一貫教育への取り組みとい



うことで市では平成１５年度から中学校区を単位として小中連携教育を推進しておりまし

て、特に平成２０年から２３年には市内の２つの中学校区で文科省指定の研究事業であり

ます「総合連携事業」を実施してきたこと。あとは、ノーメディアデーの設定とか、今年

度は学校地域連携事業として地域コーディネーターを配置して地域の教育力を学校教育に

導入する事業を開始したという内容のお答えをしております。また、小中一貫教育を行う

義務教育学校の導入につきましては、先程説明しました伊藤源康議員の答弁と同一内容で

すので省略をさせていただきます。 

２点目の次期学習指導要領の関係につきましては、現在、中教審の方で具体的な検討が

進められておりまして年内に答申が行われる予定となっております。小学校では平成３２

年度、中学校では翌３３年度から移行期間を経て全面実施される予定ですけれども花巻市

におきましても、実施を見通した準備や対応を図っているところであります。プログラミ

ング教育、デジタル教科書、アクティブラーニングについては、それぞれ対応している状

況について答弁をしております。今後も中教審の動向、あるいは新しい教育内容が示され

た場合には県教委、あるいは県立総合教育センターの協力をいただきながら着実に準備を

進めて対応して参るという答弁であります。 

３点目が伊藤議員と同様に中学校の部活動についての質問です。近年の生徒数の減少の

関係で合併後、花巻市の中学生が１０年間で５００人減少している状況にあって、今後６

年間でさらに４００人近い減少が見込まれております。現状といたしましては、市内の中

学校の部活動は１４７あるんですけれども、そのうち今年度は市内中学校１１校のうち３

つの中学校で活動を休止している部が存在していること。秋の新人大会では５つの中学校

で単独チームが組めずに他の学校と合同チームを組む予定の部がある状況をお示しして、

今後も生徒の減少が続く傾向がありますので、部活動の再編が進むことが見込まれるとい

う内容をお答えしました。部活動の２つ目で学区外通学の実情についての質問がございま

したけれども、就学指定校は児童・生徒の住所地で決定しております。また、学区につい

ては「花巻市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則」で定めていることで

すが、家庭の状況により申請があった場合は、学校長の意見などを参考にしながら保護者

と相談して、取扱要領の基準と照らし合わせて、学区外通学をした方が良いと判断した場

合は、就学指定校の変更が可能になることは答弁したうえで、部活動のための学区外通学

は基準に当てはまらないことをご説明しております。３つ目の教職員の負担については、

先程の伊藤源康議員と同じ内容ですので、こちらは省略させていただきます。 

登壇順６番目の藤井英子議員からは学校給食費の無料化についてのご質問でございます。

学校給食関係の経費は、学校給食法等の規程によりまして調理従事者の人件費や調理など

の委託料、光熱費、学校給食施設の維持管理費などの経費は市で負担しておりまして平成

２８年度当初予算で４億３，８００万円を計上しております。保護者負担の給食費につい

ては主として食材料費のみとなっております。この食材料費につきましては、受益者負担

の考え、あとは、親が負担した給食費に対する感謝の気持ちを育むこと、さらに公費の公

平な市民への受益バランスを鑑み給食費の無料化は適切ではないという考え方を示してお

ります。ただ、経済的に不安を抱えているご家庭につきましては就学援助制度を適用して

平成２７年度で４３９人の児童・生徒へ援助費を支給したところであります。 



２点目の導入に向けて考えられる課題についてですが、最大の課題は財政的な課題であ

ることです。平成２８年度の平均給食費から算出しますと保護者に負担していただく給食

費の総額は約３億７千万円です。この金額を市が新たに負担することは財政上きわめて困

難であるということをお話ししております。なお、学校給食施設につきましては施設の老

朽化が進んでおりまして今後も改修や修繕に多額の費用を要することが予想されています

ので、給食費を市が負担するという更なる経費の負担は給食の安定的な供給にも支障があ

りますので無料化はできないということを繰り返しお答えしております。 

次が登壇順１０番目の櫻井肇議員です。岩手県が策定した「いわての子どもの貧困対策

推進計画」に基づいて就学、進学、学習支援等市の対応についてのお尋ねでありますが、

教育委員会にかかる取り組みとしまして、学力向上アクションプランによる取り組みや、

市独自に設置している小中学校へのサポーターの配置により対応を行っております。また、

就学の支援の関係では要保護・準要保護の就学援助制度とか、第３子以降の保育料負担軽

減事業を行っていること。大学等進学への支援については、奨学金制度の見直しによって、

入学一時金の貸与とか、成績要件の廃止等により、経済的な負担を軽減するという目的に

沿って改善を図っていることを答弁しております。 

就学援助の状況については、要保護、準要保護就学援助の状況は年々増加傾向にあると

いうことをお答えしております。 

一般質問の最後は照井明子議員の子育て支援ということで、ワーク・ライフ・バランス

の関係について質問がございました。どこのセクションで行うかはっきり決まっていない

という問題もありますが、県の「子育てにやさしい企業等認証制度」の認証企業は県全体

で１４社、花巻市内においては１社ということで、これについて、現状から申しますとこ

の制度について関心が高いとは言えない非常に難しい状況がありまして、市が昨年度策定

した、まち・ひと・しごと創生総合戦略においてもワーク・ライフ・バランスの実現を重

点方針のひとつとして定めておりますけれども、それについて具体的にどういう進め方を

するのかというのは庁内ではまだ決まっていない状況であります。市長からは県の認証制

度が広がらない理由が分析できないまま市が別の制度を作るのはいかがなものかというこ

とがありまして、まずは様々な課題があるので、今後研究していくという趣旨での答弁に

留めているというのが一般質問の概要でございます。 

資料№１に戻っていただきまして、Ⅱ議案審議でございます。まず、平成２７年度一般

会計補正予算専決処分の歳入について、日東工業さんから寄付をいただいたという内容で

ございます。 

次に、２８年度の補正予算。一般会計補正予算第１号でありますが、歳出で説明をして、

歳入は合わせて関連する部分を説明いたします。歳出２億３，３３９万円のうち、１つ目

の一般行政経費（事務局）の大迫高等学校生確保対策協議会事業が４０万１，０００円増

額でありまして、新たな取り組みとして授業サポーターの配置と小論文指導の外部講師の

費用について補助金を交付するものであります。歳出２つ目の防災教育学校支援４０万円

は、歳入４つ目の県支出金（安全教育総合支援）で４０万円。県からの受託事業でありま

して新堀小学校と宮野目中学校で防災教育を推進する事業を県から受託して行うものです。

歳出３つ目が一般行政経費（中学校教育運営）で３００万円。これは日東工業さんからい



ただいた寄付３００万円を一旦基金に積み立ててから、取り崩しをする形で備品購入とし

て花巻中学校のタブレットの端末等の経費に充てさせていただくものです。歳出４つ目、

仮称大迫学校給食センター整備事業２億６０４万８千円でありますけれども、これについ

ては国庫補助を平成２８年度単年度事業として採択をいただきましたので、予算上、債務

負担行為を平成２８年度、平成２９年度２か年事業で設定していたものを、平成２９年度

の分を前倒して予算上計上した内容でございます。それに合わせて市債の整理を行ってお

りますし、国庫支出金の計上も行っているという内容でございます。歳出５つ目の放課後

児童支援の３０万円は、歳入の一番下の３０万円と同じものですけれども石鳥谷町出身の

後藤榮さんから本年度も寄附を頂戴しまして、学童クラブの備品として、６つの学童クラ

ブの要望をお聞きしながら備品を購入する内容です。歳出の最後、文化財保護事業２，３

２４万１千円は城内の武家屋敷、伊藤家住宅を取得する経費と環境整備です。樹木の伐採

や住宅調査業務で予算を計上しております。債務負担行為は先程説明しましたとおり、国

庫補助が付きましたので前倒しの関係で債務負担行為は廃止するという内容でございます。 

次、一般会計繰越明許費の繰り越しについてですけれども、いずれも国の平成２７年度

末の国の補正予算に対応したことによって２８年度に事業を繰り越すという内容でござい

ます。 

最後に、公用車の事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告ということで、学校

校務員の公用車に係る事故です。相手側が一時停止をしないで出てきたのですが、こちら

が動いていたので５パーセントの過失はあるということで額が確定しました。損害賠償の

額３万５千円程で和解が成立したことを議会で報告して承認いただいたという内容でござ

います。 

先程、臨時庁議がありまして、３０日に大迫中学校の校舎改築の建築工事の請負契約の

議案を追加議案として上程することが決定されましたのでそれが審議される予定になって

おります。以上、６月議会定例会教育関係事項の説明を終わらせていただきます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今の議会関係で何かご質問等ございまし

たらお願いします。なければ、１点目の報告事項は終了してよろしいでしょうか。それで

は、１点目の報告に対する質疑は終結いたします。 

次の報告事項をお願いいたします。髙橋こども課長。 

 

○髙橋靖こども課長 私から花巻市立保育所の移管先法人募集の関係につきましてご報告

をさせていただきます。 

資料№２をご覧いただきたいと思います。現在、移管先法人の募集を開始してございま

すが、前回の定例会におきましてもご報告申し上げておりました花巻市立保育所民営化事

業所選定委員会を６月に設置してございます。設置につきましては委員さん、民営化対象

園３園の各保護者会と各地区コミュニティ会議の代表者あるいは推薦をいただいた方６名

を含む計９名ということで設置をしてございます。別紙１の３ページに９名の方のお名前

を載せておりますので一緒にご覧いただきたいと思います。選定委員会ですが１回目を６

月１０日に開催いたしまして、まずは委員長、副委員長を互選により決定を行ってござい



ます。委員長につきましては第４号委員であります中村良則富士大学副学長さんに決定を

いたしてございますし、副委員長につきましては第１号委員であります、大塚健樹盛岡大

学短期大学部の学部長さんが決定したということでございます。その後に花巻市立保育所

設置運営にかかる移管先法人募集要項（案）と移管先法人候補者選定審査基準（案）の協

議を２回にわたって行いまして、６月１４日にそれぞれ要項、基準を決定いたしたところ

でございます。今後の予定といたしましては、７月に現在募集を行っております候補者の

選定に入るところでございます。移管先法人の募集でありますが、市内で現に保育所、幼

稚園を経営する社会福祉法人、学校法人という限定での公募でございます。対象になる法

人さんが市内で現在１８法人あるのですが、その方々にご案内を申し上げまして、当日は

１０法人の参加をいただいての説明会となりました。 

６月１７日から７月７日までの期間におきまして現在公募を行ってございますが７月７

日に締め切りを行ったあと事業者選定委員会で選定となります。選定委員会につきまして

は７月１５日を予定してございますが、この場で書類審査の他に応募いただいた法人から

直接、選定委員会委員にプレゼンテーションを行う形で説明をする場を設けながら選定を

進めていきたいと思っているところです。 

別紙２をご覧いただきたいと思います。募集要項につきましては該当する３園の概要を

記載しております。２ページには条件、応募資格を載せております。特に公募条件につき

ましては再編の第１期計画でもお示しした１５の条件を改めてお示ししてございますし、

併せて、条件の最後に引継保育を１０月から６か月間実施をすることの条件付けをしてご

ざいます。以降、選定にあたっての方向、移管前後の市としての関与、募集にあたっての

諸々の具体的な期間でありますとか、質問の受付、提出の関係といったものを記載してお

ります。 

それから、別紙３につきましては候補者の選定審査基準ということで併せてこれも示し

たところでございます。審査基準につきましては大きく３つの観点から審査を行うことに

なってございます。１つ目は今現在の法人あるいは保育所幼稚園の運営状況に関しての部

分です。２つ目は引継保育に関する考え方でございます。そして、３つ目は移管後の保育

所の運営の考え方ということで、この３つの観点を基に、細かく申しますと３９の小項目

で審査を行いまして、その他にプレゼンテーションでは聞き取りによる審査で７項目の審

査を行う形になってございます。掛け率は３倍までといたしまして、３倍が特に優先され

る項目、１倍は基本的な項目ということで、それぞれの項目に対する掛け率を設定してご

ざいます。そして、評価点につきましては最大を５点といたしまして、審査会委員の方が

それぞれに項目に点数をつけていただきます。この数字に先ほど申し上げた掛け率を掛け

て審査点を出して、それぞれの審査委員さんの審査点数の合計によりまして選定を行うと

いう形をとっているところでございます。 

資料№２に戻っていただきたいと思います。今後の予定になります。只今申し上げまし

た選定委員会、審査基準等によりまして選定を行った後に、市で決定を行いまして来月下

旬には移管先法人を決定したいと思ってございます。その後、保護者、移管先法人、市の

三者で協議の場を設定しまして、引継保育が中心になると思いますが、随時協議を行いな

がら円滑な移行に向けて進めていきたいと思っているところです。 



繰り返しになりますが、引継保育につきましては本年１０月から来年３月３１日までの

６か月間を予定しているところでございます。以上、花巻市立保育所の移管先法人の募集

についてご報告をいたします。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございます。今説明をいただいたことについて、何かご質

問等ありましたらお願いいたします。伊藤委員。 

 

○伊藤明子委員 説明会の時は法人さんからどのような質問があったのでしょうか。 

 

○髙橋靖こども課長 説明会におきましては、まずは移管をいたします施設の土地あるい

は建物関係のご質問があったところです。例えば、土地に関してはこちらでは無償貸与と

いうことでお話し申し上げているのですが、それに対して買い取りの予定はないかという

ご質問がありましたが、これは、今現在は無償貸与という形で進めていくことをお答えし

てございます。あとは、移管後、保育園が廃止となった場合についてどう考えているのか

という質問がございましたが、それにつきましてはその時の経営状況あるいは子どもさん

の状況もあるので法人の経営状況も改めて見なければいけないんですけれども、その時点

で市と協議を行わせていただくことでご説明を申し上げてございます。それから、基準に

ついて、特にもプレゼンテーションのところですが、プレゼンテーションだけで終わるの

か、その後に審査会委員さんからの質問があるのかということで、これにつきましては委

員さんでプレゼンテーションの中身あるいは書類審査で不明な点があれば、その時間を設

けるとご説明を申し上げているところです。 

 

○伊藤明子委員 事前に行ってみたりとかはしないんですね。 

 

○髙橋靖こども課長 今、現在、２法人から事前の施設見学の申し入れがございまして１

園につきましては先週末、見学を実施してございます。今週にもう１園実施がございます。

それぞれ対象園が先週は日居城の保育園、今週につきましては南城保育園を希望なさって

いるという状況です。 

 

○役重眞喜子委員 審査をする方というのは選定委員会の９人全員が３つの保育園に対し

て審査する形なのですか。それとも、地域で分けるような形ですか。 

 

○髙橋靖こども課長 審査に関しましては審査委員９人全員が３園の審査に関与いただく

ということで考えてございます。 

 

○役重眞喜子委員 今のところ１０法人が来たということですけど、それぞれ、例えば、

うちは湯本をしたいとかいう形になるんですよね。 

 

○髙橋靖こども課長 今のところは参加いただいている法人全部から希望があるわけでは



ないんですが、希望がある法人さんからはそれぞれ１園の移管を希望されているという話

は伺っております。 

 

○役重眞喜子委員 結構大変ですね。プレゼンは丸一日になる可能性があるんですか。 

 

○髙橋靖こども課長 時間の配分もあろうかと思いますが、法人の方からの説明について

は２０分ぐらいのところでのお願いをしたいと思ってございます。その後に委員からの質

疑ということで同程度ぐらいの時間を考えてございます。だいたい１法人につき１時間弱

はかかるのかなと考えております。あとは募集のある法人の数によっては１日かかる可能

性もあります。 

 

○役重眞喜子委員 ちょっと心配されるのが保護者とかコミュニティ会議の方。地域との

連携とか引き継ぎとかそのあたりはわかると思うんですけれども、財務とか衛生状況とか

専門的なことになったときにこの９人の方が１日がかりで３９項目をつけていくというの

は非常に大変でだんだん訳がわからなくなってくることも想定されるので、ある程度、事

務局で事前に書類を示しながらということにするのかなと予想しますが、そのあたりも含

めて本当に委員さん方の判断で適正な審査が可能であるかということについてもう１回お

尋ねしたいのですが。 

 

○髙橋靖こども課長 確かに心配もあると思います。実は申込み締め切りが７月７日とい

うことでプレゼンテーションを行う前に書類審査だけの審査会を予定してございます。そ

の中で事前に応募してきました用紙を委員さんにお配りをいたしまして、お目通しをしな

がら、経営に詳しい税理士の委員さんでありますとか、保育士課程を持っている大学の先

生方を中心に委員さん達の意見交換を行っていただきながら２回目のプレゼンまでにそれ

ぞれご意見をまとめていただきたいと考えてございます。 

 

○照井善耕委員長 この３つの園について一斉に審査するんですか、それとも１園ずつ。

どこがやるか決まってから次の園の審査をするんですか。 

 

○髙橋靖こども課長 そのようなイメージです。まず１園ずつです。 

 

○照井善耕委員長 審査の項目を見たときに、どこが経営するにしても大丈夫かどうかと

いう共通した適性は感じるんだけど、例えば、実状からみたときにここの園ならここの経

営の仕方が合うという考えで審査を検討する視点はあるんですか。 

 

○髙橋靖こども課長 基本的には公立園の移管ですので、保育の中身そのものは地域によ

って差はないとは思うのですが、ひとつ考えられるのは地域との関係、例えば、伝統芸能

の継承があると思いますが、その部分は応募の条件にもしてございますし、基準でもそう

いったところの反映について応募要項に記載してございますので、判断はできるかなと思



っていました。 

 

○照井善耕委員長 審査について、現時点だけじゃなく過去からずっとみてチェックする

と思うのですが、例えば、来年、再来年と年数を重ねていく毎に内容をチェックしていく

システムになっているのですか。 

 

○髙橋靖こども課長 そこの部分についても定期的に市の職員が移管先の園に入らせてい

ただきながら条件付けをした部分が守られているかを随時見ていく予定にしてございます

し、やはり保護者の方々が一番大事だと思いますので保護者会と移管先法人との三者協議

の場を引き続き設けていきたいと思っております。 

もうひとつは、市で法人立保育園に委託を行ってございますが、委託ということは当然

保育料の支払いをしながら運営をお願いしておりまして、そこの部分について監査に近い

形で確認をしております。これは法令にも定められてございまして定期的に実施主体であ

る市町村で行うようにという指示が来てございます。そういった意味からも運営に関して

の確認はできると思っております。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。他にご質問等はございませんでしょうか。

なければ只今の報告の件についてはこれで終わりにしたいと思います。 

次の報告事項をお願いいたします。沼田小中学校課長。 

 

○沼田弘二小中学校課長 花巻市教育委員会クマ出没対応マニュアルについてご報告いた

します。県内あるいは花巻市内でもツキノワグマの目撃情報が増加している状況にござい

ます。調べによりますと過去５年間で最も多い件数だということですし、県内市町村別で

も花巻市は一関市についで２番目に多い目撃件数と聞いております。 

毎日のように警察や猟友会が警戒にあたっておりますが、学校におきましても学校周辺

とかグラウンドでのクマの出没情報が相次いでおりますので子ども達の安全確保を最優先

にした迅速な対応ができる体系を明記したものとして「花巻市教育委員会クマ出没対応マ

ニュアル」を作成いたしまして、これを各小中学校、保育園、幼稚園に周知して現在実施

しているというところであります。 

１ページ目がクマ出没時の対応チェック表になっております。場面ごとに分かれており

まして、まず「緊急対応が必要か」とあって、対応が必要となった時に、「登校前」「在校

時」「継続対応」それぞれチェック項目が書かれております。２ページ目は連絡体制でござ

います。クマの出没目撃情報については、農村林務課もしくは各地域の地域振興課から小

中学校課、こども課等関係機関に連絡が入って、それから各小中学校という経路になって

おりますし、下の表は、学校で連絡を受けた場合の連絡経路が確認できるように連絡網を

作っております。３ページ目ですけれども各校における対応例につきまして、専門的な見

地ということで猟友会からも情報をいただいて、クマの習性、各学校の対応例、子供たち

への指導について啓発を行っています。先ほど申しましたようにマニュアルに関しては各

学校、幼稚園、保育園でも情報共有をしながら今後も対応にあたっていただくということ



で作成いたしました。以上、報告です。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございます。何かご質問等ありましたらお願いします。中

村委員。 

 

○中村弘樹委員 クマではないんですが、この間、石鳥谷のコンビニに強盗が入って、教

育委員会からの指示で緊急メールが流れたと思うのですが。初期対応の評価は良かったと

思うのですが、次の日とかその後の対応はどうだったのでしょうか。 

 

○沼田弘二小中学校課長 コンビニ強盗の件ですけれども、報道等によりますと６月２３

日の３時すぎに発生しました。教育委員会に連絡が入ったのは５時４０分ということで、

その後、小中学校課の課長補佐が全部の学校に連絡を入れまして各学校で対応していただ

いたということです。その日のうちに各学校で対応を検討して、学校によっては下校時間

を早めたり、現場に近い学校は保護者に引き渡しをお願いして対応しております。木曜日

に発生しましたので、金曜日までは非常時対応をした学校があったようです。金曜日に警

察に情報収集をしましたところ、まだ捕まっていないということですけど警察では下校時

もパトロールの強化を引き続き行うという情報をいただきましたので、それを各学校に情

報提供いたしまして各学校に実情に応じた対応を引き続きお願いすることでお話ししまし

た。例えば、石鳥谷小学校は金曜日の時点まで保護者引き渡しをしたということでしたけ

れども、今週に入りまして集団下校に切り替えて、いずれ気を付けて行動するということ

でした。一人で帰らないで集団で帰るとか、迎えに来てもらえるところはで迎えに来てい

ただきたいということをお手紙等で保護者にお伝えしている学校もあると聞いております。 

 

○照井善耕委員長 保護者への一斉メール等とありますが、今は連絡網は一斉メールがど

こでもできるようになっているということですか。 

 

○沼田弘二小中学校課 全部の学校でメール配信をやっている状況です。また、保護者の

加入率ですが、およそ８割加入していると把握しております。ただ、全部が加入している

わけではないのでそういった部分は電話連絡ですとか通知を出したりして対応していると

いうことです。 

 

○照井善耕委員長 クマ鈴について、学校とか地域ごとに子どもに持たせているというと

ころはありましたか。 

 

○沼田弘二小中学校課長 買うように指示をしている学校はあると聞いています。揃えて

いるというところまでは聞いておりません。 

 

○照井善耕委員長 遠野に行った時は遠野の中学生は皆ザックに下げて歩いていたけれど

も、このくらい（クマが）出てくるようになれば、ああいうイメージは必要なのかな。登



下校は気を付けなければいけない。こっちが共生しているつもりでも向こうがどうかはわ

からないので油断はできないです。 

ありがとうございます。この件はよろしいでしょうか。次の報告事項をお願いします。

沼田小中学校課長。 

 

○沼田弘二小中学校課長 続きまして花巻市中学校総合体育大会の結果についてご報告申

し上げます。去る６月１８日、１９日両日、市内の中学校総合体育大会が各会場で開催さ

れました。当日は天候もよくて予定どおり開催されましたし、怪我等の大きな事故も報告

されておりません。若干、室内の競技で熱中症が２件ほどあったということでしたけれど

も重大な事態にはならなかったということで無事に終了しました。お手元の資料が結果に

なりますけれども、競技の脇にある数字が県大会への出場枠ですのでご覧いただいて、県

大会に出場する学校も確認しながらご覧いただきたいと思います。以上、報告になります。 

 

○伊藤明子委員 それに付け加えてよろしいでしょうか。先日、小学校の陸上競技会に行

って参りました。 

その時に、以前、時計が壊れて１時間ぐらい間が空いてしまったことがあったそうです

けれども、教育委員会、特に委員長さんにおっしゃっていただいて今年はセイコーの方を

呼んでつつがなく終わりましたというお話でしたので、私もご報告させていただきます。

お天気も良くよかったです。おかげさまでした。 

 

○照井善耕委員長 中総体全部を回ったわけではないですけれども、年々、指導されてい

る方が非常に子供たちに対する言葉がけが良くなったと思っています。今回も、子供が聞

いているかきちんと確認しながら指示をしているチームが結構多かったです。是非、部活

を通して自信をつけさせる良い指導の仕方を広げていけるといいなと思います。他にない

でしょうか。では、中総体については以上で終わります。 

この他に報告はありますか。では以上で終わりといたします。これで閉会といたします。

ありがとうございました。 


